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令和２年７月 定例教育委員会  会議録 

  

１ 日  時  令和２年７月２２日（水）  開会 １５時００分   閉会 １５時１０分 

 

２ 場  所  福井市役所本館８階第３委員会室 

 

３ 出 席 者  教 育 長         吉川 雄二 

教育長職務代理者     春木 伸一 

教育委員         木村 敦子 

教育委員         多田 和博 

教育委員         宮郷 美千代 

＜事務局職員＞ 

教育部長         塚谷 朋美 

少年対策参事官      谷口 敏英 

教育次長         向井 成人 

副理事          桑原 浩明 

（生涯学習課長事務取扱） 

図書館統括館長      小倉 敏之 

教育総務課長       馬來田 善準 

学校教育課長       氣谷 達郎 

保健給食課長       坂井 小由里 

調整参事         吉田 武文 

教育総務課 副課長    名津井 章 

教育総務課 課長補佐   吉川 貴大 

教育総務課 主幹     山﨑 哲央 

 

４ 議  題 

議 案 

第１０号議案 市議会定例会提出議案（専決処分の承認を求めることについて）に

同意することについて 

第１１号議案 学校嘱託医の退職に伴う福井市学校嘱託医功労者表彰について 

第 ７号報告 専決処分（福井市学校給食運営委員会委員の委嘱）の承認を求める

ことについて 

第 ８号報告 専決処分（福井市図書館協議会委員の委嘱）の承認を求めることに

ついて 

 

５ 議事の経過 

（１）開会、教育長あいさつ 

（２）会議録署名委員の指名  木村 敦子 委員  宮郷 美千代 委員 

（３）議事の要旨 
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吉川教育長 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（保険給食課長） 

 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

第１０号議案については、市議会上程前につき、非公開を要する案件なので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、会議を

非公開としたいがよろしいか。  

 

― 異議なしの声 ― 

 

異議なしとのことなので、第１０号議案は非公開とし、後ほどの審議とする。 

 

第１１号議案 学校嘱託医の退職に伴う福井市学校嘱託医功労者表彰につい

て、事務局から説明を求める。 

 

この議案は、福井市教育委員会表彰規則第２条第1項の規定に基づき、表彰状

及び感謝状を授与することについて審議をお願いするものである。 

このたびの学校嘱託医の退職に伴い、２０年以上在職の者については表彰状

を、２０年に満たない者及び既に市長表彰を受ける者については感謝状を贈呈す

るという規定になっているので、資料記載の者について表彰状及び感謝状を贈呈

したい。 

 

ただ今の説明について、御意見、御質問等があればお願いする。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは第１１号議案について、原案のとおり承認することで御異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第１１号議案について原案のとおり承認することとする。 

 

次に、第７号報告 専決処分（福井市学校給食運営委員会委員の委嘱）の承認

を求めることについて、事務局から説明を求める。 

 

この議案は、福井市学校給食運営委員会委員の委嘱について、福井市教育委員

会所管事務委任規則第２条第２項の規定により専決処分することとしたので、承

認をお願いするものである。 

現在１４名の委員を委嘱しているが、このうち６名の委員の推薦団体から交代

の申し出があったので、専決処分により委嘱を行ったものである。委嘱期間は、

前任者の残任期間として、本年７月１日から令和３年６月３０日までとしてい

る。 

 

ただ今の説明について、御意見、御質問等があればお願いする。 
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吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（図書館統括館長） 

 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

春木委員 

 

事務局 

（図書館統括館長） 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

吉川教育長 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは第７号報告について、原案のとおり承認することで御異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第７号報告について原案のとおり承認することとする。 

 

次に、第８号報告 専決処分（福井市図書館協議会委員の委嘱）の承認を求め

ることについて、事務局から説明を求める。 

 

 福井市図書館協議会の委員については、福井市図書館の設置及び管理に関する

条例第５条の規定に基づいて委嘱しているが、本年６月３０日を以って任期満了

となったことから、資料記載の９名を本協議会の委員として委嘱したものであ

る。また、本委員の委嘱については、福井市教育委員会所管事務委任規則第２条

第２項の規定により専決処分したので、同項の規定により報告し、承認を求める

ものである。委員の任期は、本年７月１日から令和４年６月３０日までの２年間

である。 

 

ただ今の説明について、御意見、御質問等があればお願いする。 

 

図書館協議会の開催は、年に何回と決まっているのか。 

 

 協議会の会議は、定例会を毎年８月頃と２月頃に開催しており、このほかは必

要に応じて臨時会を開催している。 

 

 それでは第８号報告について、原案のとおり承認することで御異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第８号報告について原案のとおり承認することとする。 

 

 （第１０号議案については、結果も含め非公開） 

 

 予定していた審議事項は以上であるが、その他として何かあるか。 

 

 お手元に、４月から６月までの行事報告と７月から９月までの行事予定をお配

りしているので、御確認をお願いする。 

 

 最後に事務局から次回の日程についてお願いする。 
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事務局 

（教育総務課 課長

補佐） 

 

吉川教育長 

次回の定例教育委員会について、８月２４日（月）１５時３０分から、場所は

福井市役所本館８階第８会議室ＡＢにて開催するので、御出席いただきたい。 

 

 

以上をもって会議を終了する。 

 

 

 

 

 

 

 


